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消
費
者
庁
・
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
・
消
費
者
委
員
会
の
徳
島
移
転
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
八
年
九
月
一
日
、
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
本
部
は
、
平
成
二
十
九
年
度
に
徳
島
県
に
消
費
者
行
政
の
新
た
な

未
来
の
創
造
を
担
う
オ
フ
ィ
ス
（
仮
称
消
費
者
行
政
新
未
来
創
造
オ
フ
ィ
ス
・
以
下
、
新
オ
フ
ィ
ス
）
を
置
き
、
実
証
に
基
づ

い
た
政
策
の
分
析
・
研
究
機
能
を
ベ
ー
ス
と
し
た
消
費
者
行
政
の
発
展
・
創
造
の
拠
点
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
ま
た
、
徳

島
県
に
お
け
る
新
オ
フ
ィ
ス
の
恒
常
的
な
設
置
、
規
模
の
拡
大
に
向
け
た
試
行
と
し
て
位
置
づ
け
、
三
年
後
を
目
途
に
検
証
・

見
直
し
を
行
っ
て
結
論
を
得
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

消
費
者
庁
は
、
平
成
二
十
九
年
度
予
算
の
概
算
要
求
に
お
い
て
、
新
オ
フ
ィ
ス
の
予
算
と
し
て
七
・
二
億
円
を
盛
り
込
ん
で

い
る
。
新
オ
フ
ィ
ス
で
行
う
内
容
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
徳
島
独
自
の
研
修
や
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
相
模
原
で
は
実
施
で
き
な

か
っ
た
商
品
テ
ス
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
三
日
に
、
試
行
結
果
の
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。
立
ち
入
り
検
査
や
、
専
門
的
な
人
材
確
保
の

困
難
さ
、
ア
ク
セ
ス
の
問
題
な
ど
様
々
な
課
題
が
挙
げ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
事
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
が
、
試
行

に
よ
っ
て
、
課
題
で
あ
る
こ
と
が
明
確
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
重
大
な
課
題
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
移
行
を
断
念
せ
ず
に

一



新
オ
フ
ィ
ス
を
設
置
し
、
三
年
後
に
再
検
証
す
る
と
し
た
理
由
は
な
に
か
。
明
確
な
根
拠
を
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

二

二
度
に
わ
た
る
試
行
に
よ
っ
て
課
題
が
指
摘
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
新
オ
フ
ィ
ス
を
設
置
し
、
三
年
後
に
再
検
証
す
る

こ
と
は
、
試
行
そ
の
も
の
の
意
味
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
伺
う
。

三

三
年
後
ま
で
に
徳
島
県
に
お
け
る
ア
ク
セ
ス
が
向
上
す
る
見
込
み
は
あ
る
の
か
。
三
年
後
ま
で
に
ア
ク
セ
ス
を
改
善
す
る

に
は
、
少
な
く
と
も
現
時
点
で
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
現
時
点
で
検
討
さ
れ
て
い
る
計
画
は
あ

る
の
か
。

四

三
年
後
ま
で
に
、
省
庁
を
横
断
す
る
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
を
整
備
す
る
計
画
は
あ
る
の
か
。
ま
た
、
整
備
す
る
場
合
に

は
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
面
で
課
題
は
な
い
の
か
。

五

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
二
日
の
衆
議
院
消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
に
お
い
て
、
松
本
大
臣
や
消
費
者
庁
は

「
徳
島
県
の
意
欲
」
が
高
い
こ
と
を
、
新
オ
フ
ィ
ス
設
置
や
三
年
後
の
再
検
証
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
政
府
系
機
関

の
地
方
移
転
検
討
に
お
い
て
、
各
道
府
県
か
ら
様
々
な
提
案
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
の
提
案
に
つ
い
て
は
意
欲
が
低

か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。

六

同
委
員
会
に
お
い
て
、
消
費
者
庁
は
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
相
模
原
で
実
施
で
き
な
か
っ
た
商
品
テ
ス
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と

二



し
て
、
「
地
震
に
よ
る
家
具
・
家
電
等
の
転
倒
の
危
険
性
と
防
止
策
に
よ
る
商
品
テ
ス
ト
」
「
高
齢
者
事
故
等
の
提
言
」
を

挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
相
模
原
で
は
実
施
で
き
な
い
と
す
る
根
拠
は
な
に
か
。

右
質
問
す
る
。

三


